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1警1楊 第30回 大阪の医療と福祉を考える公開討論会

○司会 (加藤康裕 。毎日放送アナウンサー)

本 日は、「第30回大阪の医療 と福祉を考え

る公開討論会 『高齢者医療の現状と展望』」

にご来場いただきまして、誠にありがとうご

ざいます。司会進行をさせていただきます、

毎日放送アナウンサー・加藤康裕でございま

す。この公開討論会は、大阪府医師会の主

催、大阪府 。大阪市 。毎日新聞社 ・毎日放

送・大阪府地域医療推進協議会の後援で開催

いたします。では、討論会に先立ちまして、

主催者の大阪府医師会長・酒井國男よりごあ

いさつ申し上げます。

高齢者は「健康弱者」

○酒井國男・大阪府医師会長  皆さん、こ

んにちは。お忙 しい中、多 くの方々にお集ま

りいただきまして、本当にありがとうござい

ます。本日は「高齢者医療の現状と展望」を

テーマに公開討論会を行います。パネリス ト

には、マスコミ関係の方、医療を受けておら

れる府民の方、医療を提供する方をお招 きし
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て、それぞれの意見を述べていただきます。

そして、コメンテーターとして、日本医師会

でも尽力している本会理事の三上裕司先生を

交えてお話ししてまいります。

平成20年 4月 より後期高齢者医療制度がス

タートしましたが、 ご澤改日のように、プト常に

評判が悪いものとなっています。まず、その

名称です。「後期高齢者」 という名前を付け

られると、「もう後がないのではないか」 と

いう感じがします。もちろん保険料の増加や

年金からの天引きなどの問題もあり、改める

べきところは早急に改めなければならないと

思っています。

本日の講演会は、高齢者が安心して適切で

安全な医療が受けられる制度になることを願

つて開催いたしました。金銭的には裕福な方

もいらっしゃいますが、高齢者すべてに間違

いなく言えることは、「健康弱者」 であると

いうことです。高齢者が負担を心配せず、安

心な医療を受けられることを願って討論会を

行いますので、最後までお聞きくださいます

ことをお願い申し上げまして、開会のごあい

さつとさせていただきます。



○司会  ありがとうございました。それで

は公開討論会に移 りたいと思います。長年に

わたる政府の医療費抑制策は、国民が気軽に

医療機関にかかることを困難にし、更には医

療崩壊をも引き起こしました。特に高齢社会

を迎えたことが国民医療費の高騰につながっ

たとの指摘があり、高齢者医療費の自己負担

も増大 しています。20年 4月 から後期高齢者

医療制度がスター トし、高齢者を取 り巻 く医

療環境はかつてなぃほど厳 しくなっていま

す。今回の討論会では、医療の現状に不安を

抱えていらっしゃる府民、また高齢者医療を

積極的に行っている現場の医師、更にはそれ

を伝えるマスコミの立場からそれぞれ意見を

述べていただき、高齢者医療の明るい展望を

探るべ く、府民の方々と一緒に考えていきた

いと思っています。

まずマスコミの立場から、毎日新聞社大阪

本社論説委員・池田知隆さんにお話を伺いま

す。医療の抱えている現状、特に高齢者医療

の変遷、後期高齢者医療制度をどのように見

てきたのかを中心にお話 しいただきたく思い

ます。

マスコミと医療とのかかわり

○池田知隆 。毎日新聞社大阪本社論説委員

現在、マスコミが医療に対して非常に厳し

く、そして、医師バッシングにかなりかかわ

っていたのではないかということで、報道の

在り方そのものが問われています。マスコミ

は、医師をバッシングしたり、医療のシステ

ムに対して告発したりするだけではなく、も

っときちんとした全体的な見通しを示さなけ

「高齢者医療の現状と展望」 蝙 :華:

ればなりません。その意味での反省を私自身

もしておりますし、マスコミ全体にも問われ

ているのではないかと思います。 '

今 日のテーマは「高齢者医療の現状 と展

望」です。20年 4月 に後期高齢者医療制度が

始まりましたが、これは18年 6月 に既に決ま

っていたことです。しかし、いよいよ4月 に

実施するという段階になって国民の多 くがそ

の内容についてほとんど分かつていませんで

した。どうして75歳で区切るのか、また、年

金の中から保険料がどんどん天引きされてい

く―一これらを知らないまま、制度がスター

トし、大変な騒ぎになりました。では、この

2年間、マスコミはきちんとその中身を伝え

て報道していたのかがまさに問われているの

です。

政局に翻弄される後期高齢者医療制度

18年 6月 の法案の可決は、小泉政権がその

前年の郵政選挙で大勝ちしたため、その勢い

に乗 じて強行的になされたものです。 しか
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し、強行採決が「非常にけしからん」という

ことばかりに焦点が当たって、その内容につ

いての論議が欠けていました。それが実施の

段階になって、大変な問題となりました。国

民がその実態についてよく分からなかったた

め、大騒ぎになり、自民党が揺れに揺れたの

です。廃止法案を民主党が提出して、野党が

多い参議院では可決されました。そして、衆

議院で議論という時になって総選挙ムー ドが

高まってきたのです。これは大変だと、舛添

要一厚生労働大臣が大幅な見直しに言及しま

した。そして、それに、麻生太郎総理大臣も

一時的に乗ったのです。

しかし、民主党も民主党で、廃止法案を通

過させた後にどうするのか、本当の意味での

腰の据わった取 り組みがあったのかよく分か

りません。廃止法案は、衆議院が解散されて

しまえばそれこそ消えてしまう訳です。とに

かく自民党をさんざん攻撃して、自民党の票

をある程度奪えばそれでいい、この問題はそ

れで “おじゃん" になってしまうかもしれな

い、それはそれでいいかもしれない一― と、

この問題は政局の中に消えてしまうかもしれ

なかったのです。

つまり、この間、具体的な論議をしないま

ま、政局に翻弄されてしまったのです。しか

し、衆議院議員選挙が延期になり、やっと高

齢者医療制度についての民主党の廃止法案を

巡っての論議が先日から始まりました。それ

について自民党がどう対応 していくかです

が、まだぶれるだろうと思います。麻生総理

も軸足がぶれにぶれ続けていますから、本当

にこの問題に対してどこまで踏み込むのかが

注目されますが、当面、この 1年は見直し論
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「高齢者医療の現状と展望」 輻 華

議で時間を重ねていこうとの形で流れていく

気がします。現在は大部分が凍結された形に

なっていますが、本当によく議論しなければ

ならないと思います。また、そのことについ

て、マスコミもほとんど詳しい報道をしてこ

なかったと反省しています。

小泉改革の光と影

結局、これは、明らかに小泉改革の「光と

影」の問題なのです。13年、小泉政権となっ

てから、財政再建を柱に構造改革が推進され

ました。「聖域なき改革」 によって全般的な

見直しがなされ、社会保障費にまで踏み込ん

でいつたのです。

これから高齢者がどんどん増えていきま

す。私自身、団塊の世代で、まもなく60歳に

なります。これまで自分の健康についてあま

り考えてきませんでしたが、それを本当に自

分の問題と捉えなければならないと思ってい

ます。

国民皆保険制度が発足したのは昭和36年 で

すが、当時の65歳以上の人口構成は全体の約

5～ 6%で した。しかし、今の65歳以上の人

口構成は22%です。更にこれから10～15年経

つて、団塊の世代が70～75歳 を迎えた時には

高齢者がこれまで以上にどんどんあふれてい

くのです。その時の医療費をどうするのか。

医療費の抑制についても当然考慮しなければ

なりませんが、これは基本的に国民の生活の

基盤に属するものです。医療と健康は、「日

本人がこれから生きていく上で、希望を持た

せるような社会にするのか」という基本にか

かわる問題です。その辺についての議論をし

なければなりません。

医療崩壊が非常に進んでいます。毎年、自

然増として年間8,000億 円の社会保障費が増

えています。これは人口の動態から見て、注

ぎ込まなければならない自然増の分です。し

かし、それをどうしても抑えなければならな

いとして、毎年2,200億 円を抑制していく方

針が出されたのです。 2,200億 円を抑制する

ため、患者の負担、健康保険組合の負担の引

き上げと医療機関の診療報酬の引き下げを行

いましたが、これによって現在、医療はがた

がたになってきています。大阪府内でも市立

松原病院が20年度中での閉院を決定しました

し、病院の経営そのものが非常に苦しくなっ

ています。それから、勤務医の労働環境が非

常に厳しく、「立ち去り型サボタージュ」 と

いいますか、疲れ切って過労死寸前で現場を

去っていく医療従事者がたくさん出てきてい

ます。このように、ぼろぼろに崩れ去ってい

る現状を国民がどう捉えればいいのかが問わ

れています。

告発型の医療報道に限界

私自身の反省もありますが、では、マスコ

ミはこの問題について一体どこまで報道して

きたのでしょうか。この間、医療事故も増加

しました。最近は少し減りましたが、それは

あえて訴訟につながるような治療を避けると

いった病院側の対応の変化もあったのでしょ

う。医療事故について、これまでマスコミは

“けしからん"と いうスタンスで、「医師は

もっとまじめに仕事をしてくれ」と、ある意

味では告発型の報道をやってきました。しか

大阪府医師会報 4月号 (vo1 36 1)
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し、それではもう済まないと痛感 していま

す。

先 日、麻生総理の発言が話題にな りまし

た。「医師には非常識な人が多い」 というも

ので、医師会などの医療団体が厳重に抗議を

申し入れましたが、麻生総理にあのような発

言をさせたのも、結局はマスコミの責任では

ないかと言う医師が結構多 くいらっしゃいま

す。つまり、医師がさぼっている、病院がま

じめに仕事をしてないとのイメージを一般的

に広げて しまったのもマスコミではないの

か、ということです。そういった批判もきち

んと受け止めなければならないと思います。

マスコミは、ある意味では「弱者の味方」

といいますか、弱者に寄 り添う報道をしよう

として、どうしても弱者である患者さんの立

場に立って、様々な医療事故の問題を見よう

としてきました。しかし、本当の意味での弱

者は患者さんだけではなく、病院の勤務医も

その立場にいるのではないかと最近思い知ら

されたのです。先日の毎日新聞「時代の風」

(20年 11月 23日 付)に、精神科医の斎藤環さ

んがそのことについて厳 しく指摘され、麻生

総理があのような発言をするのは、マスコミ

の偏向報道が最大の要因であると述べておら

れました。つまり、医師の非常識や医師のモ

ラルの低下などのイメージは、これまでマス

コミが医療をバッシングしてきた影響下にあ

るのではないか、というのです。

医療事故にまつわる言葉について言えば、

救急搬送であちこちの病院で断られ、結局、

手遅れになった出来事がた くさんあ りまし

た。 しか し、「『た らい回 し』『受け入れ拒

否』『診療拒否』 などの言葉があるが、その

ような言葉をマスコミが使 うのはけしから
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ん」というのです。これは、正しくは「病院

側の受け入れ不能」であって、病院がそこま

で立ち至って、もう受け入れることができな

い現状にある。だから、「たらい回し」 など

とマスコミは言うが、そうではなくて、医療

はかなりのところまで追い込まれている一一

と指摘されていました。

医療への国民的なコンセンサスが必要

医療の現場がかなり深刻な事態になってい

ることをきちんと見ないと、マスコミは医師

からも信頼されないし、一方的に医療の現在

のシステムを破壊 していくことになりかねな

い、そういった指摘を受けるような段階にな

ってきています。その意味で、もう一段深い

医療報道を心がけなければならないと痛感じ

ています。

その時にこれからの医療、福祉のビジョン

をどう描いていけばいいのでしようか。医療

費はどんどん抑えられて、今、日本の国民医

療費は年間約33兆円となっています。一例を

挙げますと、パチンコ産業が年間30兆円と言

われていますから、ほぼ同じ規模で日本の医

療費が動いているのです。日本の医療費は国

民総生産か ら比較すると、OECD先進国の

中では最下位になりました。これまで一番ひ

どいと言われていたイギリスは、ブレア前首

相が医療改革に乗 り出してかなりの額を医療

費に投入 しました。

日本医師会は「医療費を42兆円程度にしな

ければならない」との試算も出しています。

その額はさておき、医療費の削減 。抑制の問

題をある程度方針転換 しなければならない時



「高齢者医療の現状と展望」 颯 攀|

議で時間を重ねていこうとの形で流れていく

気がします。現在は大部分が凍結された形に

なっていますが、本当によく議論しなければ

ならないと思います。また、そのことについ

て、マスコミもほとんど詳しい報道をしてこ

なかったと反省しています。

小泉改革の光と影

結局、これは、明らかに小泉改革の「光と

影」の問題なのです。13年、小泉政権となっ

てから、財政再建を柱に構造改革が推進され

ました。「聖域なき改革」 によつて全般的な

見直しがなされ、社会保障費にまで踏み込ん

でいったのです。

これから高齢者が どんどん増えていきま

す。私自身、団塊の世代で、まもなく60歳に

なります。これまで自分の健康についてあま

り考えてきませんでしたが、それを本当に自

分の問題と捉えなければならないと思ってい

ます。

国民皆保険制度が発足 したのは昭和36年で

すが、当時の65歳以上の人口構成は全体の約

5～ 6%で した。しかし、今の65歳以上の人

口構成は22%です。更にこれから10～ 15年経

つて、団塊の世代が70～ 75歳を迎えた時には

高齢者がこれまで以上にどんどんあふれてい

くのです。その時の医療費をどうするのか。

医療費の抑制についても当然考慮 しなければ

なりませんが、これは基本的に国民の生活の

基盤に属するものです。医療 と健康は、「日

本人がこれから生きていく上で、希望を持た

せるような社会にするのか」という基本にか

かわる問題です。その辺についての議論をし

なければなりません。

医療崩壊が非常に進んでいます。毎年、自

然増 として年間8,000億 円の社会保障費が増

えています。これは人口の動態から見て、注

ぎ込まなければならない自然増の分です。し

かし、それをどうしても抑えなければならな

いとして、毎年2,200億 円を抑制 してい く方

針が出されたのです。 2,200億 円を抑制する

ため、患者の負担、健康保険組合の負担の引

き上げと医療機関の診療報酬の引き下げを行

いましたが、これによって現在、医療はがた

がたになってきています。大阪府内でも市立

松原病院が20年度中での閉院を決定 しました

し、病院の経営そのものが非常に苦 しくなっ

ています。それから、勤務医の労働環境が非

常に厳 しく、「立ち去 り型サボタージュ」 と

いいますか、疲れ切って過労死寸前で現場を

去っていく医療従事者がたくさん出てきてい

ます。このように、ぼろぼろに崩れ去ってい

る現状を国民がどう捉えればいいのかが問わ

れています。

告発型の医療報道に限界

私自身の反省もありますが、では、マスコ

ミはこの問題について一体どこまで報道して

きたのでしょうか。この間、医療事故も増加

しました。最近は少し減りましたが、それは

あえて訴訟につながるような治療を避けると

いった病院側の対応の変化もあったのでしよ

う。医療事故について、これまでマスコミは

“けしからん"と いうスタンスで、「医師は

もっとまじめに仕事をしてくれ」と、ある意

味では告発型の報道をやってきました。しか
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期に来ています。日本社会の要は、健康と介

護の問題であり、人生の最後を快適に暮らし

ていくことが国民の望みだろうと思います。

「医療は日本の一番の要である、そこに大き

な金を注いでいかなければ基本的な生活の安

全の問題が崩れてしまう」という、国民的な

コンセンサスを築く段階に来ている気がしま

す。

「医療臨調」の創設を

医師の養成は文部科学省、病院の管理運営

は厚労省、都道府県への伝達は総務省、と医

療の問題は役所の縦割 りで分断されていま

す。かつて「教育臨調」 があ りましたが、

「医療臨調」のような形で一一 日本の国民生

活の基盤そのものを徹底的に議論して、新 し

いビジョンを打ち出して、そこから考えてい

かないといけないと思います。高齢者医療の

問題だけではなくて、もっと大きな広い視野

から見なくてはいけない段階に来ています。

○司会  マスコミの立場から池田知隆さん

に意見を述べていただきました。次に、府民

の立場からご意見を頂戴 します。財団法人大

阪府老人クラブ連合会長・越智秋夫さんに、

近年の医療制度についてご自身や周囲の方が

感 じていらっしゃること、また後期高齢者医

療制度の問題′点や改善してほしい点などをお

話 しいただきます。

○越智秋夫・聞大阪府老人クラブ連合会長

先程から後期高齢者医療制度について様々

なお話がありましたが、私も府民の立場から

感 じていることを意見として申し上げたいと

思います。

[員螢煮躍壼2瀑然主星望1.… 晰鍾:準

後期高齢者医療制度への要望

後期高齢者医療制度は20年 4月 1日 からス

タートしました。法案の成立から実施まで約

2年 もの長い準備期間があったにもかかわら

ず、事前の説明や周知不足などから大きな混

乱を来しました。我々高齢者が尊厳まで傷つ

けられたようなことも少なくありません。そ

のような中で政府もいろいろ検討されて、あ

る程度の軽減措置が講じられましたのは一歩

前進したのではないかと思います。高齢者が

長寿をことほぎ、喜び合うことができる社会

を築くために、私は次の事項について要望し

たいと思います。

まず第一点は、「十分な説明ができなかっ

た」ことですが、大阪府老人クラブ連合会で

はこの制度について、機関紙である「ねんり

ん大阪」 1月 号に掲載し、35万人の会員に周

知しました。しかし、それもどの程度ご覧い

ただけたのかは分かりません。広域連合や地

方自治体に問い合わせてほしい、と考えて発
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行したのですが、会場の皆さんも制度につい

てのお話を聞かれたかどうか―一おそらく詳

しくご存じない方が多かったのではないかと

思います。このような制度が発足する場合

は、事前に我々高齢者に向けて十分に説明し

てほしいと考えます。

それから、高齢者の尊厳に配慮していただ

きたいと思います。後期高齢者医療制度に

「終末期」 という言語が入っています。「後

期高齢者はもう人生の終末を迎える」とも解

釈でき、これは非常に尊厳を害するのではな

いでしょうか。そのような字句は挿入しない

ようにしていただきたいです。

3番 目に、公平な制度に配慮することで

す。例えば、サラリーマンの方で74歳 までの

親を扶養される場合は扶養家族扱いになりま

すが、75歳以上の後期高齢者の扶養家族がお

られる場合は適用されません。74歳 と75歳で

は、あまり変わらないのではないでしょう

か。これは公平を欠くのではないかとぃう点

がございます。

もうひとつ、公平性の見地から申し上げま

す。これまでの基本健診から健康診査に変わ

りましたが、74歳 までは「受診しなさい」と

いう義務になっていますが、75歳以上の我々

高齢者には「受診することができます」とな

つています。つまり、努力義務といいます

か、「受診しなくてもよろしい」 とも解釈で

きるわけです。こういう面でも公平性を害す

るのではないかと思います。

それから、70歳から74歳 までの窓口負担は

2割で、後期高齢者は 1割になっています。

74歳 と75歳で区切っていますが、生活の実態

もあまり変わらないのに負担が変わる一― こ

れも公平といえないのではないでしょうか。
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改正点の要望事項は以上ですが、今後この

ような制度や施策を実施する場合は、事前に

高齢者団体などを通じて高齢者に十分に分か

るように説明してほしいと思います。これら

が後期高齢者医療制度に対しての改正の要望

点です。見直しを検討されることになってい

ますが、どのように改正されるか、今後の検

討課題であると思います。

老人クラブ連合会の活動

私たち老人クラブ連合会は、 “健康づ く

り"・ “友愛活動"。 “社会奉仕活動"の「全国

三大運動」を展開しています。

健康づ くりにつきましては、平成 4年 より

大阪府医師会から、健康づ くりに対する各先

生方のご意見を、毎号発行の機関誌に掲載 し

まして、会員にお知らせ しています。

また、これらの記事をまとめた「健康づ く

り読本」を19年 2月 に発干Jし 、大阪府管内の

市町村老連に配布 したところです。 2番 目の

友愛活動ですが、これは高齢者の地域におけ

る見守 り活動です。声かけ運動などによって

高齢者同士がお互いに支え合います。そして

3番 目が社会奉仕活動です。社会奉仕活動で

は、安心安全なまちづ くり、高齢者の見守

り、子どもの登下校時の見守 り、それから花

のあるゴミのない美しいまちづ くりなどに取

り組んでいます。

健康で高齢者が相互に支え合い、地域社会

のために尽 くしていく、このことを老人クラ

ブでは「三大運動」として推進 しています。

特に最近では、体力づ くりなどの介護予防事

業を重点に実施 しています。



今後も地域を豊かにする活動の担い手とし

ての役割を果たしていきたいと思っていま

す。

○司会  ありがとうございました。続きま

して、医療提供者の立場から、医療法人晃和

会北田医院院長の北田正治さんに、日常診療

におけるご高齢の患者さんの訴え、在宅医療

先でのご家族の声とともに、高齢者医療の問

題点についてお話しいただこうと思います。

○北田正治 ◆(医)晃和会北田医院院長

私からは、開業医の立場で今回の高齢者医

療についてお話 ししたいと思います。私は、

花の万博が開催された大阪市鶴見区放出で医

院を開業 しています。母親も開業していまし

たので 2代 目になりますが、大好きな鶴見区

で母親の跡を継いで開業できることを誇 りに

思っています。

鶴見区の人口は増加傾向にあります。工場

の跡地にマンション等が建設されて若い世代

の方の転入が増え、20年 7月 の推計人口では

11万人を超えました。そのうち65歳以上の人

口割合は約19%、 因みに大阪市では22%に な

つています。若い家族の流入で子どもの人口

の増加が見られ、小学校が増設されるとの話

も聞いていますが、それが他の地域と少し違

うところかと思います。

高齢者の声を受けるのは医療関係者

最近、ご高齢の患者さんが当院の外来に来

られますと、「何の楽 しみもない。あまりに

も長生きしすぎた。早 く “お迎え"に来てく

れへんかな」といった話をよくされるように

なりました。しかし、そうした方々はまだ比

較的お元気です。ひとり住まいで、ご自身で

歩いて通院されています。私が小さい時、周

囲には木造の棟続きの平屋が多 くあり、隣近

所で助け合って生活されるのを目の当たりに

していました。しかし、最近はマンションや

公団住宅で生活されている方が多 く、近所 と

の付 き合いも希薄になってきているように思

われます。

医療費の問題ですが、高齢になるとあちこ

ち体調を崩されたり、病気 も複数持っておら

れたりする方が多くなります。このため、今

後も高齢者人口が増えれば、医療費がかかる

ことは容易に想像がつきます。また、認知症

の方も徐々に増えてきています。特にひとり

住まい、また、ご家族が仕事のため日中はお

ひとりの方もおられますから、社会生活を送

る上でいろいろな問題を抱えていらっしゃい

ます。

20年 4月 に高齢者医療制度がスター トしま

した。しかし、ほとんどの高齢者の方はこの

制度を理解されておられず、「75歳 になると

一般の患者さんとは別扱いになるのか」「保

険料が増えるのか」などの質問をよく受けま
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した。この制度は医療費削減の政策だと考え

ます。高齢者をはじめ、国民に制度改革の目

的、内容についての説明もなく、当事者であ

る高齢者にとってはまさに寝耳に水の話でし

た。今回の医療制度改革は、今までの老入自

己負担率の変更などとは違ったものであり、

もう少 し時間をかけて討論 していただきたか

ったと思います。というのも、この制度につ

いて矢面で説明を迫られるのは、私たち医療

関係者です。保険料の天引きなど、年金生活

者にとっては死活問題です。また、ご高齢の

夫婦 2人暮らしのケースでは、扶養家族から

外されるなど大きな問題でした。

外来診療、在宅医療の問題点

高齢者の多 くは、我々地域の開業医 (かか

りつけ医)に身の上話や家族のことについて

話をされることがよくあります。このような

話からしばしば診療に役立つ情報を得ること

ができます。 しかし、最近では、「薬を 1～

2カ 月分欲しい」、「ジェネリック医薬品に変

えてほしい」と言われることが多 くなりまし

た。これも医療費を気にされているためでは

ないかと思います。ご高齢の患者さんは長 く

診療 しないでいると、次回来院される時に重

篤な状態に陥っておられるケースもあ りま

す。かかりつけ医にとっては、ご高齢の患者

さんがある程度の間隔で定期的に来院される

ことが望ましいと考えております。

私は在宅医療を積極的に推進 しています。

24時間体制を組んで複数の協力医療機関で診

ることになっていますが、午前は外来診療、

午後は往診、夜は外来診療をしている開業医
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の労働形態からして、深夜に在宅で診療する

ことはなかなか困難であると実感していま

す。最近ではターミナルケアにも力を入れて

いますが、高齢者のみならず30歳代の患者さ

んもいらっしゃいます。しかし、自宅で高齢

者の最期を看取ることは、家族構成の問題と

ともにご家族の考え方などもあり、患者さん

だけでなくご家族との話し合いが必要となっ

てきます。当然、以前からかかりつけ医とし

て接しているご家族とは、初めて担当するご

家族よりもうまく話 し合いが持てるもので

す。特にターミナルケアに関して、病院・介

護サービスとの連携が重要であることは申す

までもありません。

医療・介護スタッフの職場環境の充実も必要

医療との関連から、介護についても少しお

話 しさせていただきます。高齢者の医療は、

介護保険制度と一緒に考えなければ成 り立た

ない場合が多いと思います。特に身体障害、

認知症の方には必要条件です。しかし、現在

の介護認定では、認知症の判定が十分に反映

されておらず、そのため動 くことができる認

知症の方は介護サービスが十分に受けられ

ず、ご家族や介護者の方々の苦労は大変なも

のです。また、外来の通院介護を受けておら

れる方、特に寝たきりや車いすの方には通院

の時間のみ介護保険が認められるため、診察

時間は報酬なしで待っているしかない状態で

す。本当に理にかなわない机上の空論だと思

います。

最近、介護スタッフになろうとする若者が

減っています。「介護の仕事にあこがれて介



護スタッフになったが、このままでは結婚す

ることもできない」と、仕事から離れていく

若者が増えています。いま一度、仕事内容に

ついてよく検討し、プライドを持って働ける

ように、報酬を含め考え直さなければなりま

せん。

まとめますと、①高齢者人口の増加に伴

い、複数の疾病を抱えた高齢者の方が多くな

り、高齢者医療費の増加につながっている。

②高齢者は生きる希望を失いつつある。生き

る希望のある社会をつくってほしい。③後期

高齢者医療制度は、目的や内容の説明不足か

ら、制度自体に不安が広がっている。④高齢

者の医療は、病診連携、診診連携、公的介護

サービスとの連携が重要である。⑤高齢者に

とって介護保険は、医療保険とともに必要で

ある。⑥医療崩壊が叫ばれているが、介護に

関しても崩壊してきている。⑦今後、高福祉

高負担か、低福祉低負担か、みんなで考える

時期が来ているのではないか一一以上、私の

考えを述べさせていただきました。

○司会  パネルディスカッションにあた

り、ここでコメンテーターの方にご参加いた

だきましょう。日本医師会常任理事 。大阪府

医師会理事の三上裕司さんです。パネリスト

の皆さんからご意見をいただきましたが、お

聞きになられて、率直な感想はいかがでしょ

うか。

○三上裕司 。日本医師会常任理事/大阪府医

師会理事  いずれのご意見とも、ごもっと

もな話であると聞いておりました。特にメデ

イアの立場で池田さんからおっしゃっていた

だきました。今まで医師バッシングが非常に

強くて、それがいろいろな影響を及ぼしたと

して反省されているとお話しいただいたこ

「高齢者医療の現状と展望」 ml葉

と、それから小泉改革の「光と影」という部

分で、影の部分についても堂々とお話をいた

だいたこと、非常にうれしく感じました。

後期高齢者医療制度成立の経緯

6年間の小泉政権下では様々な改革が行わ

れました。医療制度改革はその最後で した

が、17年のいわゆる郵政選挙での自民党圧勝

の勢いを借 りて、その翌年、最終的に医療制

度改革関連法案が出されました。日医としま

しても、社会保障を守るため構造改革への反

対運動を展開しましたが、押 し切られてしま

い、現在のような状態になったのです。

後期高齢者医療制度につきましては、10年

以上前から検討が重ねられ、日医でも研究を

してお りました。当初は、現行の “独立型"

の高齢者医療制度以外に、“突 き抜け型 "、

“リスク構造調整型 "、 あるいは国保中央会

などが支持 した “一本化" と、 4つの方式に

ついて検討されましたが、結果的には日本経
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済団体連合会 (経団連)、 健康保険組合連合

会 (健保連)、 日医が賛成する独立型の高齢

者医療制度となりました。15年 3月 の閣議決

定を経て、17年 10月 に厚労省に提出した医療

制度構造改革試案の中で、運営の方法、負担

の方法、年金からの天引きなどの事項も決ま

り、18年 6月 に法案が成立しました。

政府見解との食い違い

18年に法案が通過 してから施行までの 2年

間に、周知徹底がなされなかったことで大き

く混乱 したのは事実ですし、後期高齢者医療

制度そのものは賛成だとしても、中身につい

ては非常に問題が多 く、我々が主張 していた

ものとはかなり違った形になりました。ひど

い制度だと一般の方に思われたのには多 くの

原因があります。政府は、高齢者の負担が少

なく、平均的に保険料の負担が少なくなり、

医療 も変わらないとの説明をしていました

が、現実には、今まで扶養家族で負担がなか

った人が新たに被保険者となって保険料を支

払わなくてはならないケースが非常に増えま

した。以前の老人保健法の時には、高齢者が

支払う保険料は全体の7.3%で したが、後期

高齢者医療制度では10%で、2.7%増 えてい

ます。

財源構成には公費がかなり入っていますが、

現役世代の保険からの支援金と直接の公費負

担を合わせ、老人保健制度では全体に占める

公費の割合は59.2%で した。 しか し、後期高

齢者医療制度では約 5割ですから、約 9%公

費負担が少なくなった一方、高齢者の保険料

は3%弱増え、なおかつ、現役世代の保険料

負担が大きくなりました。痛みを感じたのは

現役世代の被保険者と高齢者、患者さんであ

って、得をしたのは国だけということになり

ました。これは説明不足というより、むしろ

「説明できなかった」との表現が正 しいのか

もしれません。このことがあまり明らかにな

っていなかったために混乱が起 きたのです。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一『一 毎

日

新

聞

社

池
田
一

一
〓
上

大阪府医師会報4月号 (vo1 361)



「高齢者医療の現状と展望」 藤令集

越智さんからもご意見がありましたが、そ

れと同時に、後期高齢者終末期相談支援料や

後期高齢者診療料などのように、後期高齢者

のみ別の診療報酬体系をつくることによって

差別をする、医療は少し薄くてもいいといっ

た体制をつくったことで、高齢者の方からの

反発を余計受けたのだろうと思います。

若年者においても終末期を迎える方はいら

っしゃいますから、終末期の相談支援につい

て評価することは別に悪いことではありませ

ん。しかし、後期高齢者のみを対象としたこ

とで、「高齢者にはもう医療が要らない」「健

診も努力義務になったことで健診は不要なの

ではないか」といった差別的な考え方が底辺

に流れていることに不評があったのだろうと

思います。

療養病床の再編問題と高齢者人口の激増

介護についての問題は北田先生からご指摘

いただきました。ひとつは療養病床の再編問

題です。24年 に介護療養病床が廃止されると

の発表を受け、介護難民の問題がたくさん報

道されました。現在、何 らかの介助が必要な

「要介護 2」 以上の高齢者は、高齢者全体の

8.8%と 言われています。 しか し、特別養護

老人ホームや老人保健施設、有料老人ホーム

やグループホームなどの施設系を合わせて

も、4.4%相当の居住定員 しかあ りません。

欧米を見ると、スウェーデンでは高齢者に対

して6.5%、 デンマークでは10.7%、 イギリス

では11.7%の施設が用意されています。我が

国では、残 りの4.4%を ご家族が苦労されて

介護 しているという状況にあると思います。

今後も高齢者の数は増加しますが、それと

同時に、介護ができる現役世代の人たちの数

も減少する事態が発生します。2025年 には現

役世代は現在の約80%、 一方で後期高齢者は

約180%と なり、高齢者に対する現役世代の

数が半分になると想定されているのです。こ

のことを踏まえて、そういった部分の手当て

も十分していく必要があるでしょう。

医療費増大には高福祉高負担も視野に

医療崩壊について池田さんが述べられまし

たが、いわゆる “たらい回し" といった表現

で非常に批判的な報道 もされました。一方

で、救急医療の現場をはじめとした勤務医の

過重労働や医師不足、偏在の問題が非常に顕

著になったと報道されました。基本的に「医

療の不足」とは病院医療の不足であり、それ

も深夜や休 日など平日の昼間以外の時間的な

偏在、不足であろうと思います。 365日 24時

間安心して医療を受けられ、国民の方々が安

′亡、して生活できる体制にするには医療費が必

要です。財源的な担保があれば、勤務医の確

保をはじめ、医療を支えていくことができま

す。

北田先生がおっしゃいましたように、これ

から高福祉 。高負担でいくのか、低福祉 。低

負担でいくのかは、やはり国民的なコンセン

サスを得ないと政治も動かないと考えます。

本当は社会保障を考えれば、義務的経費です

ので、負担を求めなければ達成できないのは

当然のことです。その辺 りは皆さんも考えて

いただいて、我々と一緒に闘っていただきた

いと思います。

大阪府医師会報4月号 (vo1 36 1)
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パネルディスカッシ∃ン

○司会  これからの時間はパネルデイスカ

ッションを進めてまいりたいと思います。高

齢者医療を明るい展望に変えるためには何を

なすべきなのか、医療側、患者側それぞれが

果たすべき役割について議論を進めていきた

いと思います。

高齢者医療制度についての問題点は皆さん

からご指摘をいただきました。では、今後、

高齢者医療制度はどう在るべきなのかとの視

点でご意見を頂戴できればと思います。

75歳以上とした根拠は ?

○越智  75歳以上は後期高齢者、65歳以上

が前期高齢者となっていますが、今回、後期

高齢者だけ新たな保険医療制度でくくられた

わけです。どの範囲にしていただくのが妥当

か私 も判断に迷いますが、前期高齢者を含め

ますと広い範囲になると思います。70歳 ぐら

いが適当かと思いますが、どこで区切るかは

なかなか難しい問題だと思います。

○三上  75歳で区切る明確な根拠はありま

せんが、①75歳で入院率が高まる、②脳血管

障害が悪性腫瘍を上回つてくる、③平均在院

日数が100日 を超える一― など、様々な意味

で受療率が高 くなることが理由のひとつとさ

れています。また、仕事をリタイアされて収

入がなくなった段階で財源、保険料徴収をど

うするかといった問題があります。それ以外

に窓口負担の問題もありますので、病気にか
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かりやす く医療費が非常に高 くなる75歳以上

を特別な制度にして、その負担を下げていく

のが本来の目的です。私たち医師会は、今回

の制度のように負担が大きくなることを想定

して制度の創設を提唱 したのではあ りませ

ん。75歳以上になれば負担がほとんどなく、

保険料 も払わなくていい、公費 9割の保障制

度を主張 していたのですが、制度創設にのみ

利用されたのが現状だと思います。

死生観にも大きく影響

○池田  75歳以上では入院率が高くなり病

気も多発するから別の制度をつくる、という

ことですが、結局それは「75歳になったらそ

ろそろ人生おしまい時だから、きちんと心構

えをしろよ」と上から言われているような気

がします。これは、安楽死の問題や尊厳死の

問題にも影響を与えるかなり深刻な問題だと

思います。「75歳 になったら別の医療制度を

受けなさい」と、国民を分けてしまっていい

ものでしょうか。国民皆保険は、すべての国

民が負担し合って社会を維持していこうと発

足したものです。しかし、後期高齢者医療制

度は、罹患率が高い人だけ別会計にして、ハ

イリスクの人は相応の負担をしてもらって医

療費を抑えましょう、ということですね。し

かし、現実には高齢者にそんな負担は耐えら

れないので、結局、75歳以上の人の医療費が

削減されていくのです。そういった見地から



「高齢者医療の現状と展望」 魃 籍:

考えれば、安楽死の問題を含め、国民全体に

これからの老後についての覚悟を迫る問題で

す。

医療に対するリスクが少ない人とは別のグ

ループをつ くって、ハイリスクの人だけで独

立 した制度をつ くるのですから、その精神

的、理念的な在 り方をきちんと考え直さなけ

ればなりません。貧 しい人は貧 しい人なりの

制度をつ くるといった形につながらないか、

国民の連帯感を分断する形になっていくので

はないか――その辺の危険性を見極めない

と、社会を一緒に築いていく連帯感そのもの

がどこかで崩れてしまいます。国民の連帯感

を分断するようなものになりはしないか、と

いう危険性を感 じます。私自身は、そんなに

問題が多いのであれば、もう一度老人保健制

度に戻 し、そこからきちんと議論をやり直さ

なければならないとさえ思います。

地域住民の健康をサポー トするのが開業医

○司会  北田さん、高齢者医療の制度はど

うあるべきでしょうか。支え合いには、患者

さんだけの問題ではなく、医師と患者も連帯

する、という意味もあると思うのですが。

○北田  私は町医者ですが、常々感じてい

るのは、患者さんの健康を助ける役割を持っ

ているということです。それは、住環境を整

える町の大工さんと一緒のようなもので、要

するに「健康」という意味合いにおいて、助

けたリサポートをしたりするのが医師だと考

えています。医療は日々非常に進歩していま

すので、研究を深めることも当然重要です

が、あくまでも開業医としての意見を述べさ

せてもらうとそういうことです。

いわゆる “5分間ルール" をご存 じでしょ

うか。診療を丁寧に行うとの名日で、国から

「 5分間は患者さんを診なさい」という指示

がありました。医師は、定期的に来院されて

いる患者さんの健康状態や症状、悩みも十分

把握 しています。私は、時間単位で診療を区

切られることに、非常に不愉快な思いをいた

しました。また、待ち時間が非常に長 くなっ

たとおつしゃる患者さんも増えました。

○司会  そのほか、診察に来られるご高齢

の患者さんから、負担が増えたなどの厳 しい

声をお聞きになられますか。

○北田  そうですね。年金問題などもいろ

いろ絡んで、皆さんかなり神経質になってお

られるので、非常にきつい声が上がっています。

○司会  三上さんにも伺いたいのですが、

独立 した制度にせず、国民すべてで支えるべ

きではないかとの池田さんのご意見もありま

した。 75歳以上にすると、「切 り離された」

と感 じる方もいるのではないかといった指摘

もありましたが。

○三上  以前の老人保健法でも年齢で区切

っていました。私たち医師会としては、75歳

で も74歳 で も受けられる医療は全 く違わな

い、同じ医療制度、診療報酬体系の中でやっ

ていくことを主張 しています。今回、後期高

齢者終末期相談支援料などが出てきたため

に、高齢者の方は非常に不愉J央な思いをされ

ました。また、私たちも制度内容が意図に反

したものとなり、不快に感 じています。年齢

にかかわらず同じ医療が受けられて負担が少

ない状態こそが、高齢になった時に安心 して

暮らしていける、本来の国の在 り方として望

んでいるものです。
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質 疑 応 答

プライ ドを持つて働ける職場を

○会場  大阪の医療と福祉における目的や

目標について、情報や将来の展望をもう少 し

具体的にお話 ししてください。

○北田  救急医療体制は比較的整備されて

いましたが、最近ではそれも難 しくなってき

ました。これをいかに改善するかですが、医

師不足や医師の偏在の解消も大切です。しか

し、医療スタッフがプライドを持って仕事に

取 り組める環境をつ くることが先決だと思い

ます。具体的な話となるとなかなか難 しいで

すが、今、医療関係者がプライ ドを持って働

ける現場がないように感 じます。このことが

一番の問題ではないかと思います。

○会場  まず、今 日のメンバーに後期高齢

者医療制度を創設 した側の方が来ていませ

ん。医療を受ける側と医療を提供する狽1が来

ていて、国や広域連合からは参加されておら

ず、何をもってこの討論会をされたか分から

ないということです。もうひとつは、75歳を

境に後期高齢者を区切っています。年金も国

民皆年金にして全部一本化すれば公平です

が、医療関係 も75歳で区切っているところが

問題です。なぜ75歳 なのか、いまひとつ分か

りませんので、その辺 りをお話 しいただきた

いと思います。

○司会  2つ ご質問いただきました。 ま

ず、この討論会の在 り方についてですが、行
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政の方に参加いただき丁々発止ディスカッシ

ョンする方法もあります。しかし、本日は医

療を受ける狽1、 提供する側がともにどういう

現状認識を持っているのか理解し合って、行

政側に言うべき意見を次の機会に持っていく

第一段階としての討論会ではないかと私は理

解しております。 2つ 目の質問ですが、年金

の問題も指摘されましたが、医療についても

一元化した方がいいのではないかとのご意見

でしたが。

○池田  私もそうだと思います。若い世代

と年老いた世代、両方の負担の問題が出てい

ますが、職場を超えた医療保険の見直しがど

うしても必要です。国民健康保険と企業の健

康保険、共済を横断的に一元化しないと本当

に維持できないでしょう。しかし、「働かな

い人たちの保険料まで負担する必要はない」

と、企業や経団連が強硬に反対しています。

今後は、それではもう維持できないでしょう

し、いずれは一元化を考えなければならない

と思います。

医療財源としての消費税増税

○三上  当然、一元化するのが一番分か り

やすいと私も思います。ただ、医療保険制度

という “保険"の概念か、いわゆる “保障"

の概念でやるのかで大きく異なります。医療

制度で公費の割合をどんどん拡大 していけ

ば、 “保険"の色合いが薄 くなる可能性があ



「高齢者医療2盟状と蜃爵」…藤蠅集

りますし、換言すれば医療に関して政府の関

与が非常に強 くなります。保険に重点を置 く

と、保険をかけた側の意向がかなり強 くなり

ますが、その辺のバランスがあります。私た

ちとしては、公費を徐々に増やしていくこと

で、安定 した医療財源を獲得 したいと思いま

す。

年齢で区切ることは非常に分かりにくいと

は理解 していますが、財源を得る方式は様々

で、現在は保険、公費、一部負担の組み合わ

せになっています。今後、例えば、消費税を

引き上げ、福祉 目的税として恒久的な財源と

していくことが実現できれば、医療制度全体

が大きく変わる可能性はあるのではないかと

考えています。

終わりに

○司会  最後に、パネリストの皆さんに本

日のまとめをお願いいたします。

○池田  介護の問題をどうするか一一イン

ドネシアやフィリピンからも多くの看護師さ

んを受け入れるようになります。介護のお世

話をしていただいた外国人の老後は、将来的

には日本人が見なければならないようになる

わけです。そうした問題についてどう考えて

いくのか、これも大きな問題だろうと思いま

す。現在、介護の職場の給与平均は一般の職

業の7割です。また、離職率は約22%と 、ほ

かの職業よりも約 6ポ イント高くなっていま

す。介護の職場から日本人が去っていく中

で、本当の意味での助け合いという社会構造
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が崩れつつあるのではないでしょうか。私 も

団塊の世代で、これまでは自分とは別個の間

題であると高齢者医療を捉えていましたが、

身近なテーマとして皆さんと一緒に考えてい

きたいと思います。

○越智  介護施設を訪問すると、入所者の

方から「家に帰 りたい」 という声を聞きま

す。訪問したらその話ばかりで、そのことが

頭から離れません。住み慣れた地域、住み慣

れた家で生涯を終えたいとの希望が多いと思

います。今後は、在宅での医療 と介護の問題

が非常に大きくなるでしょう。できるだけ住

み慣れた地域で生涯を終える体制にしていた

だければと願っています。

○北田  私も在宅医療をしていますが、地

域の医療に目を向けますと、お元気な高齢者

もたくさんいらっしゃいます。だから、もっ

と高齢者同士が助け合える社会づ くりが大事

ではないかと思いますし、医師をその中に入

れていただければお役に立てると思います。

皆さんが笑顔で過ごせる社会づ くりの一助と

なるよう、今後とも頑張 りたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

○三上  今 日起きている問題として、医療

費や介護費用を抑え過ぎていることが一番大

きな原因だと思います。 日本はOECDの先

進国の中でも一番少ない医療費ですが、それ

で今までよくやってこれたと感 じています。

また、65歳以上の世帯のうち、かなりの割合

で独居の方、高齢者お 2人で住んでおられる

ケースが見られます。今後の高齢者の人口増

を含め、在宅で看ていくには非常に手厚い支

援が必要です。そのためには多 くの財源が必

要なことを十分に理解いただき、また、高福

祉・高負担の時代が来るかもしれないことも
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視野に入れていただきながら、ともに運動を

展開していきたいと思います。

○司会  ありがとうございました。4人の

皆さんのデイスカッション、そしてご意見を

いただいてまいりました。日本の国民皆保険

制度は、すべての国民が安心して医療を受け

られるものと理解しています。しかし、現状

としてそうではない実情もあります。国民皆

保険の原点に立ち返って、どうすれば維持で

きるのか、医療側、医療を受ける側ともに、

世代を超えて議論をしながら手を携えていけ

るようにしたいと考えます。本日の討論会が

その機会になればと思います。

(文責 :広報委員会)
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ル ガ - ト 高齢者の声を政策に反映させよ

第30回 にあたる「大阪の医療と福祉を考える公開討論会」は高齢者医療がテーマでした。

灯  平成20年 4月 から発足 した後期高齢者医療制度、問題′点と矛盾に満ちたこの制度に翻弄さ

れ、不安を抱える高齢者の方々が多数参加されたのが印象的でした。司会は毎日放送の加藤

康裕さん、パネリス ト3名、コメンテーター 1名 の構成で行われました。酒井回男・府医会

長のあいさつの後、まず池田知隆さん (毎 日新聞社)が、小泉政権の「聖域なき改革」の医

療費抑制政策が医療崩壊を招いたと指摘 し、これまでのマスコミの報道の在 り方について

も、率直にお話 しされました。弱者に寄 り添う姿勢を強調するあまり、過剰になった医師・

医療界に対する告発型報道の在 り方からの脱却の必要性、また高齢者医療制度についての法

案の内容についての論議不足などに触れられ、今後は “医療にはお金がいるという国民的合

意"を形成 していく重要性に言及されました。

次に府民の立場から、越智秋夫さん (大阪府老人クラブ連合会長)が、20年 4月 から実施

された後期高齢者医療制度は、制度について十分な説明・周知を欠いてお り、高齢者の間に

不安を煽ることになり、大きな混乱が招いたこと、「後期高齢者」 や「終末期」 などの用語

は高齢者の心情にそぐわず、75歳での線引きがある種の不公平感や差別を感 じさせたことな

どを話され、今後は高齢者医療制度にかかわる制度・施策を創設・改正する際には事前に高

齢者の意見をよく聞いてほしい、と訴えました。

医療提供者の立場からは北田正治さん (晃和会北田医院)が、実際の診療の場である鶴見

区の例をひきながら、複数の疾病をもつ高齢者が増加 しつつあること、動 くことのできる認

知症の患者さんに対しては介護サービスが不十分で、更に介護職の人材確保 も難しくなって

いる現状を示されました。また、高齢者は生きる希望を失いつつあり、後期高齢者医療制度

に対する不安が広がっていること、高齢者の医療では地域連携が必須であるが、介護もまた

重要であること、今後は高福祉・高負担か、低福祉・低負担かをみんなで考える時期に来て

いると述べました。

以上の発言を受けて、コメンテーターの三上裕司・日本医師会常任理事は、安心して老後

を暮 らしてい くには、年齢によって受ける医療に差が生 じることがないようにすべきであ

り、今後は高齢独居世帯の増加は避けられず、家族介護に頼る政策ではなく、相応の手当て

が必要だとして、福祉 と負担についての国民的議論の重要性を強調されました。

会場には熱心に聞き入る高齢者の方々が多 くみられ、この問題に対する関心の高さがうか

がわれました。府医会員にとって、高齢者医療・介護については、常に当事者である高齢者

と対話を重ね、その声を医療福祉政策に反映させる努力を続ける必要性を再認識 した公開討

論会でした。
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表 紙 写 真

「トルコカッパドキアの奇岩群」

大正区医師会 荘 田  静

トルコ共和国は、日本の 2倍ある国土の970/oは アジアに、

残り3%がバルカン半島の∃―ロッパに属している。人口は約

7千万人で9害」がイスラム教徒だが、戒律は緩やかで、モスクか

らのコーランの祈りでイスラム圏だと気付く程度である。親日派

が多いのが特徴。

世界遺産カッパ ドキアは、アナ トリア高原の中央部にある。数

億年前のエンジェス山噴火で大山灰と溶岩の層が数百mずつ積み

重なり、その後の風雨で浸食が進み、固い部分が残つて不思議な

形の岩になつたと言われる。4世紀頃からキリス ト教修道士が洞

窟を掘つて住み着き、信仰を守り続けた。洞窟教会では見事なフ

レスコ画を見ることができる。
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